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１【提出理由】

　本投資法人は、2024年４月１日付にて、本投資法人の主要な関係法人である特定関係法人の異動があったため、金

融商品取引法第24条の５第４項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第１項及び同条第２項第

２号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

２【報告内容】

（１）　主要な関係法人（特定関係法人）の名称、資本金の額及び関係業務の概要

①　名称（特定関係法人）

株式会社ザイマックス（注）

(注) 2024年４月１日付で「株式会社ザイマックス分割準備会社」から商号変更を行いました。

②　資本金の額

300百万円（2024年４月１日現在）

③　関係業務の概要

本投資法人が保有する資産のうち、①不動産信託受益権４物件に関するプロパティ・マネジメント業務、

②不動産信託受益権９物件に関するマスターリース兼プロパティ・マネジメント業務、③不動産１物件に関

するマスターリース兼プロパティ・マネジメント業務

（２）　異動の理由及びその年月日

①　異動の理由

本投資法人のスポンサー及び本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社である株式会社ザイマックス不

動産投資顧問（以下「本資産運用会社」といいます。）の親会社であり、かつ、本投資法人が保有する不動産信

託受益権のうち４物件のプロパティ・マネジメント業務及び９物件のマスターリース兼プロパティ・マネジメン

ト業務、並びに本投資法人が保有する不動産のうち１物件のマスターリース兼プロパティ・マネジメント業務の

委託先であった、金融商品取引法第166条第５項に定める本資産運用会社の特定関係法人である株式会社ザイマ

ックスグループ（注１）は、商号を変更するとともに、吸収分割により株式会社ザイマックスグループの不動産

マネジメント事業及び不動産ソリューション事業を株式会社ザイマックス（注２）に承継する組織再編を行いま

した。その結果、株式会社ザイマックスが特定関係法人（金融商品取引法施行令第29条の３第３項第３号及び第

４号の取引（貸借の取引）を行い又は行った法人）に該当することとなりました。

(注１) 2024年４月１日付で「株式会社ザイマックス」から商号変更を行いました。

(注２) 2024年４月１日付で「株式会社ザイマックス分割準備会社」から商号変更を行いました。

②　異動の年月日

2024年４月１日
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